
能代市告示第１０号 

 

 能代市事業所生産性向上等支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

 

  令和８年１月２２日 

 

能代市長  齊 藤 滋 宣    

 

   能代市事業所生産性向上等支援事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、物価高騰の影響が長期化する中、新たな商品又は製品（以下

「商品等」という。）の開発や商品等の改良、生産性の向上等に取り組み、収益力

の強化及び経営基盤の確立を図る事業者を支援するため、予算の範囲内で交付する

能代市事業所生産性向上等支援事業費補助金（以下「補助金」という。）に関し、

能代市補助金等の交付に関する規則（平成１８年能代市規則第４５号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 申請日において、本市の区域内で製造業を営んでいる者 

（２） 今後も事業を継続する意思がある者 

（３） 市税の滞納がない者 

 （補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、次の各号のいずれかを目的として、商品等の製造に直接資

する機械設備等を導入し、又は改修する事業とする。ただし、第３号又は第４号を

目的とする場合においては、物価高騰の影響により設備投資に支障が生じている状

況で行うことを要するものとする。 

 （１） 新たな商品等の開発 

（２） 商品等の改良 

（３） 製造工程の機械化等による効率化 

（４） 既存設備の更新又は改修による生産性の向上 

２ 前項の規定にかかわらず、本市又は他の団体の類似の補助事業に採択された事業

については、補助対象事業としない。 

（補助対象事業の区分、補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助対象事業の区分、補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるところに



よる。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、事業着手

前に能代市事業所生産性向上等支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に関係

書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付

すべきものと認めたときは、能代市事業所生産性向上等支援事業費補助金交付決定

通知書（様式第２号）により、当該申請者に交付の決定を通知するものとする。 

２ 市長は、前項の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するた

め必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付

して、能代市事業所生産性向上等支援事業費補助金不交付決定通知書（様式第３号）

により、当該申請者に通知するものとする。 

（交付の回数） 

第７条 補助金の交付の回数は、補助対象事業の区分ごとにそれぞれ１回限りとする。 

（実績報告） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象

事業が完了したときは、能代市事業所生産性向上等支援事業費補助金実績報告書

（様式第４号）に関係書類を添えて、令和８年１２月２８日までに市長に提出しな

ければならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、能代市事業所生産性向上等支援事業費補助金確定通知書（様式第

５号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１０条 前条の規定による通知書を受けた補助事業者は、速やかに請求書を提出し、

補助金の交付を受けるものとする。 

（事業完了後の状況報告） 

第１１条 補助事業者は、能代市事業所生産性向上等支援事業費補助金状況報告書

（様式第６号）により、毎年１回、導入し、又は改修した機械設備等の稼働状況等

について市長に報告するものとする。 

２ 前項の報告は、補助対象事業の完了した日から３年を経過する日までの間、各年

における補助対象事業が完了した日に応当する日の属する月の翌月末日までに行う



ものとする。 

（交付決定の取消し等) 

第１２条  市長は、規則第１５条に規定するもののほか、補助事業者が偽りその他不

正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補

助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年１月２２日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１１条及び

第１２条の規定は、この告示の失効後においても、なおその効力を有する。 

別表（第４条関係） 

区分 補助対象経費 補助金額 

設備導入事業 商品等の製造に直接資する機

械設備等の導入に係る経費 

補助対象経費に２分の１を乗じて

得た額（その額に１，０００円未

満の端数が生じたときは、これを

切り捨てた額）。ただし、２００

万円を上限とする。 

設備改修事業 商品等の製造に直接資する機

械設備等の改修に係る経費 

補助対象経費に２分の１を乗じて

得た額（その額に１，０００円未

満の端数が生じたときは、これを

切り捨てた額）。ただし、１００

万円を上限とする。 

備考 

１ 次に該当するものは、補助対象経費として認めないものとする。 

  （１） 本市の区域外で使用する機械設備等の導入又は改修に係る経費 

（２） 高い汎用性があり、目的外使用になり得る機器類（パソコン、タブレ

ット、プリンター等の一般的な事務備品、車両等）の購入、修繕等に係

る経費 

（３） 契約事務費その他の事務的経費 

（４） リース料、保守メンテナンス料等のランニングコスト 


